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神戸市帰宅困難者対策基本指針 

平成 26 年（2014 年）3 月策定 

（令和７年（2025年）４月改定） 

神戸市危機管理局 

１ はじめに 

平成 23 年（2011 年）3 月 11 日に発生した東日本大震災では、公共交通機関の運行停

止により、首都圏で多くの帰宅困難者が発生しました。また、平成 30 年（2018 年）6 月

18日に発生した大阪府北部の地震では、関西地方の多くの公共交通機関が運行を停止し、

通勤・通学等の途上にあった多くの人が帰宅（出勤）困難者となりました。 

本市においても、災害時に公共交通機関が運行を停止した場合、多くの通勤・通学者、

観光客、ビジネス客等が行き交う三宮駅を中心に、多数の帰宅困難者の発生が見込まれ

ます。 

大規模災害により多数の死傷者・避難者が想定される中では、行政機関による「公助」

に限界があることから、多数の帰宅困難者への対応は、可能な限り「自助」を前提とし

つつ「共助」も含めた総合的な対応が不可欠です。ただし、この対応には、行政機関、

事業者等による個別の取組だけでなく、各機関が連携・協働した取組が重要です。 

本指針は、本市中央区（特に三宮駅周辺地域）など帰宅困難者対策が必要となる地域

において、市、防災関係機関、事業者等が連携して帰宅困難者対策に取り組んでいくに

当たっての方向性を示します。 
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２ 帰宅困難者数の推計（本市中央区（三宮駅周辺地域）） 

本市において帰宅困難者対策が最も必要となる地域の１つである中央区（特に三宮駅

周辺地域）を取り上げ、帰宅困難者数を推計します。 

（１）平日 

平日の本市中央区では、帰宅困難者として約 20 万人（うち三宮駅周辺地域 14.5 万

人）、そのうち徒歩帰宅不可能者（滞留者）が約 8 万人（同 5.8 万人）、その中でも行き

場のない人が約 1.8万人（同 1.4万人）と想定されます（図表 1）。 

（２）休日 

休日の本市中央区では、帰宅困難者として約 13.3 万人（うち三宮駅周辺地域 9.6 万

人）、そのうち徒歩帰宅不可能者（滞留者）が約 5.7 万人（同 4.1 万人）、その中でも行

き場のない人が約 4.6万人（同 3.2万人）と想定されます（図表 2）。 

図表 1 【平日】本市中央区における帰宅困難者数とその内訳 

帰宅困難者数   20.0 万人（14.5 万人）〈ピーク 14 時台〉 

徒歩帰宅不可能者 徒歩帰宅可能者 

8.0 万人（5.8 万人） 12.0 万人 

（8.7 万人） 

 
買い物等 

自由目的 

業務関連 

〈屋外〉 

業務関連 

〈屋内〉 

企業ビル等内 

〈就業者・学生〉 

1.3 万人 

（1.0 万人） 

0.5 万人 

（0.4 万人） 

0.5 万人 

（0.4 万人） 

5.7 万人 

（4.0 万人） 
 

行き場のない人 

〈買い物等・業務〉 

屋内滞留者 

〈就業・業務・学生〉 
 

1.8 万人（1.4 万人） 6.2 万人（4.4 万人）  

必要面積 
約 2.9 万㎡ 

（約 2.2 万㎡） 

（  ）内は三宮駅周辺地域における数字 

※業務を目的とする帰宅困難者の屋外：屋内の割合を１：1 として算出。 

図表 2 【休日】本市中央区における帰宅困難者数とその内訳 

帰宅困難者数   13.3 万人（9.6 万人）〈ピーク 14 時台〉 

徒歩帰宅不可能者 徒歩帰宅可能者 

5.7 万人（4.1 万人） 7.6 万人 

（5.6 万人） 

 
買い物等 

自由目的 

業務関連 

(屋外) 

業務関連 

(屋内) 

企業ビル等内 

(就業者・学生) 

4.5 万人 

（3.1 万人） 

0.1 万人 

（0.1 万人） 

0.1 万人 

（0.1 万人） 

0.9 万人 

（0.7 万人） 
 

行き場のない人 

〈買い物等・業務〉 

屋内滞留者 

〈就業・業務・学生〉 
 

4.6 万人（3.2 万人） 1.0 万人（0.8 万人）  

必要面積 
約 7.4 万㎡ 

(約 5.2 万㎡) 

（  ）内は三宮駅周辺地域における数字 

※業務を目的とする帰宅困難者の屋外：屋内の割合を１：1 として算出。 
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３ 帰宅困難者対策の方向性 

（１）対象者（対策の実施主体、支援の受け手） 

帰宅困難者対策を行うに当たっては、対象者を次のとおり区分し、対策の実施主体、

支援の受け手を意図し、適切な対策を行います。 

A 徒歩帰宅不可能者のうち「行き場のない人」 

B 徒歩帰宅不可能者のうち「屋内滞留者」 

C 徒歩帰宅可能者 

また、帰宅困難者自身、市・防災関係機関・事業者等は、上記の区分も意図しなが

ら、「自助」「共助」「公助」として、次の考え方に基づき、対策を行います。 

○帰宅困難者自身は、自身の徒歩帰宅の可否、災害発生時における自身の居場所を

踏まえ、「自助」として適切な帰宅困難者対策を行います。 

○市・防災関係機関・事業者等は、相互に連携し、「（地域での）共助」、「公助」とし

て適切な帰宅困難者対策を行います。 

 

（２）対策の方向性 

本市における帰宅困難者対策の方向性は、次の①～④のとおりとします。 

 

【参考】本指針の改定に当たっては、次のガイドラインも参考とした。 

１）大規模地震の発生に伴う帰宅困難者対策のガイドライン（令和６年７月、内閣府（防災担当）） 

２）関西広域帰宅困難者対策ガイドライン（令和元年９月、帰宅支援に関する協議会） 

 

① 一斉帰宅の抑制 【対策（支援）の主な対象者：B】 

企業等の従業員や来所者、集客施設・駅等の利用者に対して「一斉帰宅の抑制」を

促し、「屋内滞留者」として安全確保に努めます。 

ア 平常時 

○市は、防災関係機関や事業者等と連携し、様々な機会・媒体を活用し、「一斉

帰宅の抑制」を広く周知します。 

○事業者等は、従業員等の施設内待機に必要な場所や備蓄等を確保します。 

○事業者等は、雑踏による混乱や二次被害から従業員等を守るため、発災時間

帯（出勤、就業、帰宅）に応じた社内規程等を定め、従業員等に周知します。 

①一斉帰宅の抑制 ②混乱防止、 
一時退避・滞在 ③帰宅支援 

発災 

④帰宅困難者への情報提供 
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○市は、一斉帰宅抑制事業者との連携体制を構築します。 

※「神戸市帰宅困難者支援に係る協力事業者登録要綱」に基づく対策 

イ 災害時 

○事業者等は、企業等の従業員や来所者、集客施設・駅等の利用者の施設内待

機等に努めます（むやみに移動を開始しないことの呼びかけ等）。 

○事業者等は、あらかじめ定めた社内規程等に基づき、従業員等に安全な場所

での待機等を指示します（従業員等は指示がない場合も自ら安全確保）。 

 

② 混乱防止、一時退避・滞在 【対策（支援）の主な対象者：A】 

駅やその周辺地域に滞留する多くの「行き場のない人」による混乱を防止し、駅周

辺地域への一時退避・滞在に努めます。 

ア 平常時 

○災害時に多くの帰宅困難者が発生すると想定される駅等の混乱防止のため、

駅等の交通事業者、駅周辺地域の集客施設や企業・団体、防災関係機関及び

市で構成する神戸都心・臨海地域帰宅困難者対策委員会（以下、「委員会」と

する。）で、駅周辺地域の混乱防止に図る「地域の行動ルール」を共有します

（必要に応じて文書化）。また、協議や訓練等を行い、「地域の行動ルール」

を継続的に見直し・改善します。 

○市は、事業者等と連携し、一時退避場所及び一時滞在施設を確保します。 

○市は、一時滞在施設事業者との連携体制を構築します。 

※「神戸市帰宅困難者支援に係る協力事業者登録要綱」に基づく対策 

イ 災害時 

○市、防災関係機関、事業者等（委員会の委員）は、相互に連携し、「地域の行

動ルール」に基づき、「行き場のない人」に情報提供を行い、一時退避場所ま

たは一時滞在施設に誘導します。 

○事業者等は、市と連携し、一時滞在施設を開設し、可能な範囲で「行き場の

ない人」を受け入れます。 

 

③ 帰宅支援 

「徒歩帰宅可能者」の帰宅支援、「徒歩帰宅不可能者」の搬送に関する情報提供を行

います。 

ア 平常時 

○市は、防災関係機関や事業者等と連携し、関西広域連合が確保する災害時帰
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宅支援ステーションを周知します。 

○市は、帰宅支援ステーション事業者との連携体制を構築します。 

※「神戸市帰宅困難者支援に係る協力事業者登録要綱」に基づく対策 

イ 災害時 

○市は、防災関係機関や事業者等と連携し、公共交通機関の運行状況（折り返

し運転を含む運行再開状況等）、徒歩帰宅ルート（帰宅支援対象道路）、帰宅

支援ステーション等に関する情報を提供します。 【対策（支援）の主な対

象者】C 

○市は、関西広域連合と連携し、帰宅困難者の搬送に関する情報提供を行いま

す。 【対策（支援）の主な対象者】A・B 

【参考】方角別想定帰宅困難者数（中央区・平日） 

中央区において発生する徒歩帰宅不可能者 8 万人の

うち、調査手法上帰宅方向が推定可能な約 7.7 万人の帰

宅方向別の内訳は右図に示すとおり、西・東方面がそれ

ぞれ約 3 万人、北方面が約 6 千人、北西方面が約 9 千人

と推計されています。 

 

 

 

 

 

④ 帰宅困難者への情報提供 【対策（支援）の主な対象者：A・B・C】 

ア 平常時 

○委員会では、市、防災関係機関、事業者等での情報共有体制を構築します。 

イ 災害時 

○［再掲］事業者等は、企業等の従業員や来所者、集客施設・駅等の利用者の

施設内待機等に努めます（むやみに移動を開始しないことの呼びかけ等）。 

○［再掲］市、防災関係機関、事業者等（委員会の委員）は、相互に連携し、

「地域の行動ルール」に基づき、「行き場のない人」に情報提供を行い、一時

退避場所または一時滞在施設に誘導します。 

○［再掲］市は、防災関係機関や事業者等と連携し、公共交通機関の運行状況

（折り返し運転を含む運行再開状況等）、徒歩帰宅ルート（帰宅支援対象道路）、

帰宅支援ステーション等に関する情報を提供します。 

○［再掲］市は、関西広域連合と連携し、帰宅困難者の搬送に関する情報提供

を行います。 

方角別想定帰宅困難者数（中央区・平日） 

北西方向：
約9,100人

北方向：
約6,200人

西方向：
約30,200人

東方向：
約31,500人
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４ 重点課題と進め方 

本市では、本指針に基づき、本市において帰宅困難者対策が最も必要となる地域の１

つである三宮駅周辺地域で取組を進めてきました（図表 3）。 

三宮駅周辺地域では平成２６年度から継続的な協議・訓練等により市・事業者等での

情報共有体制を構築してきましたが、令和７年 3 月現在で次の課題を確認しています。 

○「一斉帰宅の抑制」のより一層の普及啓発が必要である。 

○帰宅困難者の誘導（情報提供を含む）に関する検討が必要である。 

 

以上より、本市では、次の事項を重点課題とし、帰宅困難者対策を進めていきます。 

 

（１）三宮駅周辺地域における重点課題と進め方 

○市で実施してきた普及啓発の広報コンテンツを、事業者等の協力を得て、より一

層広げていきます。 

○図上・実働訓練等を通じ、災害時における「一斉帰宅の抑制」「一時滞在施設の開

設・運営」の対応イメージを醸成していきます。 

○委員会で実施してきた取組を、事業者や地域団体等の協力を得て紹介し、事業者

等による取組（一斉帰宅の抑制、帰宅困難者の支援等）を広げていきます。 

○帰宅困難者の一時退避場所・一時滞在施設への誘導方法等について、市及び防災

関係機関等で検討します。 

○市は、事業者等と連携し、三宮駅周辺地域における大型ビジョンやデジタルサイ

ネージを活用した情報提供体制を検討します。 

○市は、「神戸市帰宅困難者支援に係る協力事業者登録要綱」に基づき、一斉帰宅抑

制事業者、一時滞在施設事業者、帰宅支援ステーション事業者との連携体制の構

築を推進します。 

 

（２）上記（１）以外の地域における重点課題と進め方 

○三宮駅周辺地域の取組を他地域に展開します（「一斉帰宅の抑制」の普及啓発、一

時滞在施設等の確保、訓練の実施等）。 

○［再掲］市は、一斉帰宅抑制事業者、一時滞在施設事業者、帰宅支援ステーショ

ン事業者との連携体制の構築を推進します。 

※「神戸市帰宅困難者支援に係る協力事業者登録要綱」に基づく対策 

 

 



7 

図表 3 三宮駅周辺地域における取組（令和７（2025）年３月現在） 

年月 取組 

平成 26（2014）年度 1 月 三宮駅周辺地域帰宅困難者協議会の設立 

 3 月 神戸市帰宅困難者対策基本指針の策定（第一版） 

平成 27（2015）年度 1 月 平成 26 年度 三宮駅周辺地域帰宅困難者対策訓練の実施 

平成 28（2016）年度 2 月 平成 27 年度 三宮駅周辺地域帰宅困難者対策訓練の実施 

 3 月 三宮駅周辺地域帰宅困難者対策計画の策定（第一版） 

平成 29（2017）年度 1 月 平成 28 年度 三宮駅周辺地域帰宅困難者対策訓練の実施 

 3 月 三宮駅周辺地域帰宅困難者対策計画の改定（第二版） 

三宮駅周辺地域都市再生安全確保計画の策定（第一版） 

三宮駅周辺地域帰宅困難者対策計画 一時滞在施設運営ガイドライ

ンの策定 

平成 30（2018）年度 1 月 平成 29 年度 三宮駅周辺地域帰宅困難者対策訓練の実施 

 3 月 三宮駅周辺地域帰宅困難者対策計画の改定（第三版） 

三宮駅周辺地域都市再生安全確保計画の改定（第二版） 

三宮駅周辺地域帰宅困難者対策計画 一斉帰宅抑制ガイドラインの

策定（概要をまとめたリーフレットを含む） 

平成 31（2019）年度 1 月 平成 30 年度 三宮駅周辺地域帰宅困難者対策訓練の実施 

 3 月 三宮駅周辺地域都市再生安全確保計画の改定（第三版） 

令和 2（2020）年度 1 月 令和元年度 三宮駅周辺地域帰宅困難者対策訓練の実施 

（※令和元年度 関西広域帰宅困難者対策訓練と共同開催） 

 3 月 三宮駅周辺地域帰宅困難者対策計画の改定（第四版） 

三宮駅周辺地域都市再生安全確保計画の改定（第四版） 

 10 月 帰宅困難者対策「STOP 一斉帰宅」イベントの開催 

 11 月 令和 2 年度 三宮駅周辺地域帰宅困難者対策訓練の実施 

令和 3（2021）年度 3 月 神戸市帰宅困難者対策基本指針の改定（第二版） 

 3 月 三宮駅周辺地域帰宅困難者対策計画の改定（第五版） 

令和４（2022）年度 11 月 令和４年度 三宮周辺地域帰宅困難者対策訓練の実施 

 ３月 三宮駅周辺地域帰宅困難者対策計画の改定（第六版） 

三宮駅周辺地域都市再生安全確保計画の改定（第六版） 

令和５（2023）年度 １月 令和５年度 神戸都心・臨海地域帰宅困難者対策訓練の実施 

 ３月 神戸都心・臨海地域帰宅困難者対策計画の改定（第七版） 

神戸都心・臨海地域都市再生安全確保計画の改定（第七版） 

令和６（2024）年度 ４月 帰宅困難者支援システムの運用開始 

１月 令和６年度 神戸都心・臨海地域帰宅困難者対策訓練の実施 

３月 神戸都心・臨海地域帰宅困難者対策計画の改定（第八版） 

神戸都心・臨海地域都市再生安全確保計画の改定（第八版） 

神戸都心・臨海地域帰宅困難者対策計画 一時滞在施設運営ガイドラ

インの改定（第二版） 

神戸都心・臨海地域帰宅困難者対策計画 一斉帰宅抑制ガイドライン

の改定（第二版） 

 


